
建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模
様替え（建築物の用途を変更して生活関連施設とす
ることを含む。18及び19において「増築等」とい
う。）をする場合（(2)に定める建築物の増築等の
場合を除く。）においては、この号の規定は、次に
掲げる建築物の部分に限り適用する。


